
・横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例（平成 26 年 9月 25 日条例第 51 号）

【抜粋】

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 

第 16 条 指定居宅介護支援の方針は、第 3 条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に 

基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（略） 

(18)の 3 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス

計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地

域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（以下この号において「サービス費」と

いう。）の総額が法第 43 条第２項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合

及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が省令の規定により厚生労

働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定

居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護

が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成 11 年 7 月 29 日老企第 22 号

厚生省老人保健福祉局企画課長通知）【抜粋】

第 2 の 3(8) 指定居宅介護支援の基本的取扱方針及び具体的方針 

⑳ 居宅サービス計画の届出（第 18号の３）

居宅サービス計画に位置づけられた介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 66条に規

定する居宅サービス等区分に係るサービスの合計単位数（以下⑳において「居宅サービス等合計単位

数」という。）が区分支給限度基準額（単位数）に占める割合や訪問介護に係る合計単位数が居宅サ

ービス等合計単位数に占める割合が厚生労働大臣が定める基準（基準第 13条第 18号の３の規定によ

り厚生労働大臣が定める基準をいう。）に該当する場合に、利用者の自立支援・重度化防止や地域資

源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。こ

のため、基準第 13条第 18号の３は、当該基準に該当する場合にその必要性を居宅サービス計画に記

載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものであ

る。届出にあたっては、当該月において作成又は変更（⑯における軽微な変更を除く。）した居宅サ

ービス計画に位置づけられたサービスが当該基準に該当する場合には、市町村に届け出ることとす

る。なお、ここでいう当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用

者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をいう。 

また、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービスの計画の次回の

届出は、１年後でもよいものとする。 

市町村の検証の仕方については、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のため

に、関係者等により構成される会議等の他に、当該市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣

する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能である。 

なお、基準第 13条第 18号の３については、令和３年 10月１日より施行されるため、同年 10月以

降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。 
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・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13条第 18号の 3に規定する厚生労働大臣が定

める基準」（令和 3年 9月 14 日老発 0914第 1 号厚生労働省老健局長通知）【抜粋】

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）第 13 条第

18 号の３に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号

に定めるとおりとする。 

１ 居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護

サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費（次号において「サービ

ス費」という。）の総額が介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 43 条第２項に規定する居宅介護

サービス費等区分支給限度基準額に占める割合 100 分の 70 以上

２ 訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合 100 分の 60 以上 
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